














仕  様  書 

                                 佐賀労働局総務部総務課 
 
1 件 名 

令和 2年度佐賀労働局管下 5 施設で使用する電気の供給（単価契約） 
 
2 需 要 場 所 

別添「需要場所一覧表①～⑤」のとおり。 
 
3 業種及び用途 

官公署（事務所） 
 
4 仕様内容 
  (1) 別添「需要場所一覧表①～⑤」の需要場所全てに供給すること。 
 (2) 供給電気方式等 

① 供給電気方式       ：交流 3相 3 線式 
   ② 供給電圧（標準電圧）   ：6,000Ｖ 
   ③ 計量電圧（標準電圧）   ：6,000Ｖ 
   ④ 標準周波数        ：60Hz 
   ⑤ 受電方式         ：1 回線方式 

(3) 月別予定使用電力量、月別予定最大需要電力、月別力率実績、契約電力について 
  ① 別添「需要場所一覧表①～⑤」のとおり。 

   ② 月別予定使用電力量及び月別予定最大需要電力は、平成 30年 10月から令和 1年 9月ま

での実績である。 
   ③ 月別予定使用電力量はあくまで見込みであり、増減がある場合も了承すること。 
   ④ 契約電力は、その 1 月の最大需要電力と前 11 月の最大需要電力のうち、いずれか大き

い値とする。 
(4) 供給期間 

      令和 2年 4 月 1日 0時 から 令和 3年 3月 31日 24時 まで 
(5) 需給地点、計量地点、財産分界点、保安責任分界点について 
   別添「需要場所一覧表①～⑤」のとおり。 
(6) 単位及び端数処理 

① 契約電力及び最大需要電力の単位は 1キロワットとし、その端数は小数点以下第 1 位で

四捨五入すること。 
② 使用電力量の単位は 1キロワット時とし、その端数は小数点以下第 1位で四捨五入する

こと。 
③ 力率の単位は 1 パーセントとし、その端数は小数点以下第 1位で四捨五入すること。 
④ 料金その他の計算における合計金額の単位は 1 円とし、その端数は切り捨てること。 

 (7) その他 
① 契約期間における力率は、100％を保持する予定である。 



② 各月の電気料金の算定において、基本料金の力率割引又は割増、電力量料金の燃料費調

整及び電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦

課金については、九州地区の一般送配電事業者が定める標準供給条件によるものとする。 
  ③ 仕様書に定めのない供給条件については、九州地区の一般送配電事業者が定める標準供給

条件を基に協議を行うものとする。 
 
5 代金の請求及び支払いについて 
  (1) 当方の検査担当職員による検査に合格しなければ、代金は支払わない。 

(2) 「請求書」の宛名は「官署支出官 佐賀労働局長」とし、余白に振込等を希望する金融機

関名等を記載すること。 
(3) 当方の支払いは、適法な請求書を受理後、30日以内に支払う。 
(4) 代金の請求（請求書の提出）は、毎月初日から末日までの月を単位とした使用電力量によ

るものとし、遅滞なく行うこと。 
 
6 アフターケア 
   障害発生時の窓口は落札業者に一本化し、誠意を持って対応すること。 
 
7 その他の注意点 

(1) 本契約で知り得た事項は守秘義務を厳守し、情報の漏えい防止対策に万全を期すこと。 
(2) 落札業者は、仕様書等の不明を理由として、異議を申し立てることはできない。 
(3) 再委託についての要件は、別紙のとおり。 



（別紙） 
 

再委託についての要件 
 
第１ 再委託について 
（１）落札者は、委託業務の全部を第三者に委託することはできない。 
（２）落札者は、再委託する場合には、発注者に再委託に係る承認申請書を提出し、その承認

を受けなければならない。ただし、当該再委託の金額が５０万円未満の場合は届出を行う

こととする。 
（３）落札者は、委託業務の一部を再委託するときは、再委託した業務に伴う当該第三者（以

下「再委託者」という。）の行為について、発注者に対しすべての責任を負うものとする。 
（４）落札者は、委託業務の一部を再委託するときは、この契約を遵守するために必要な事項

について、本委託契約書を準用して再委託者と約定しなければならない。 
 

第２ 再委託先の変更 

   落札者は、再委託先を変更する場合、当該再委託の金額が５０万円未満に該当する場合を

除き、再委託に係る変更承認申請書を発注者に提出し、その承認を受けなければならない。 
 
第３ 履行体制 
（１）落札者は、再委託の相手方からさらに第三者に委託が行われる場合には、当該第三者の

商号又は名称及び住所並びに委託を行う業務の範囲を記載した履行体制図を発注者に提

出しなければならない。 
（２）落札者は、履行体制図に変更があるときは、速やかに履行体制図変更届出書を発注者に

届け出なければならない。ただし、次のいずれかに該当する場合については、届出を要し

ない。 
・ 受託業務の実施に参加する事業者（以下「事業参加者」という。）の名称のみの変更

の場合。 
・ 事業参加者の住所の変更のみの場合。 
・ 契約金額の変更のみの場合。 

（３）前項の場合において、発注者は本契約の適正な履行の確保のため必要があると認めたと

きは、落札者に対して変更の理由等の説明を求めることができる。 
 

  ※ 上記で記載した様式については、契約締結後に交付する。 
 



需要場所一覧表①

令和3年3月

令和2年11月

令和3年2月

需要場所

受電設備容量

（kVA)

令和2年4月

月
別
予
定
使
用
電
力
量

（
k
W
h

)

合　　計

令和2年5月

令和2年6月

令和3年1月

20

22

17

16

21令和2年7月

令和2年8月

令和2年9月

令和2年10月

15

14

17

18

100

令和2年12月

令和2年11月

令和2年10月

令和3年3月

令和3年1月

平成30年10月

平成30年11月

令和2年6月

令和1年8月

3,565 平成31年1月

伊万里労働基準監督署

伊万里市立花町大尾1891－64

125

月
別
予
定
最
大
需
要
電
力

（
k
W

)

月
別
力
率
実
績

（
％

)
100平成31年4月

令和1年5月

令和1年6月

令和1年7月

100

100

100

令和2年7月

令和2年8月

令和2年9月 令和1年9月

22

100

100

100

100

2,415

3,017

1,910

令和2年12月 平成30年12月

平成31年2月

10018

100

1,878

1,776

2,184

3,522

4,404

3,534

令和2年4月

令和2年5月

需給地点

計量地点

財産分界点

保安責任分界点

伊万里労働基準監督署の構内１号柱に設置した引込開閉器の電源側接続点

伊万里労働基準監督署の一号柱に設置した引込開閉器の負荷側

需給地点に同じ。ただし計量装置は九州電力の所有とする。

需給地点に同じ。

100平成31年3月

令和3年2月

2,935

2234,412 契約電力
（令和元年9月現在）

173,272



需要場所一覧表②

需要場所

受電設備容量

（kVA)

令和2年4月

月
別
予
定
使
用
電
力
量

（
k
W
h

)

合　　計

令和2年5月

令和2年6月

令和3年3月

令和2年9月

令和2年11月

令和2年12月

令和2年8月

令和3年2月

118

令和2年7月

121

80

76

令和2年10月

令和1年8月

令和3年1月 124

127

佐賀公共職業安定所

佐賀市白山2丁目1－15

475

月
別
予
定
最
大
需
要
電
力

（
k
W

)

月
別
力
率
実
績

（
％

)

令和2年10月

116

131

128

106

令和2年8月

令和2年9月

令和3年1月

令和2年11月

115

令和3年2月

100平成31年4月

令和1年5月

令和1年6月

令和1年7月

令和2年4月

令和2年5月

令和2年6月

令和2年7月

89

100

11,102

16,324

18,769

16,607

平成30年12月

平成31年1月

平成31年2月

令和2年12月

平成30年11月

11,167

15,392

192,885

100

100

100

100

100

100

100

11,586

10,158

15,906

22,290

24,030

19,554 令和1年9月

平成30年10月

契約電力

（令和元年9月現在） 131

佐賀公共職業安定所の構内１号柱　柱上の区分開閉器の電源側　接続点

100

100

100平成31年3月令和3年3月

佐賀公共職業安定所の構内１号柱で区分開閉器の負荷側

需給地点に同じ。ただし計量装置は九州電力の所有とする。

需給地点に同じ。

需給地点

計量地点

財産分界点

保安責任分界点



需要場所一覧表③

需給地点に同じ。

需給地点

計量地点

財産分界点

保安責任分界点

契約電力

（令和元年9月現在） 43

唐津公共職業安定所の構内１号柱　柱上の気中開閉器の電源側　接続点

唐津公共職業安定所の構内１号柱、気中開閉器の負荷側

需給地点に同じ。ただし計量装置は九州電力の所有とする。

100

100

3,138

3,072

6,390

9,066

8,730

7,272

3,268

68,232

100

100

100

100

100

100

100

100

100

平成30年12月

平成31年1月

平成31年2月

平成31年3月

3,572

6,123

6,863

6,119

4,619 32

令和2年10月

令和2年11月

令和2年12月

令和3年1月

令和3年2月

令和3年3月

令和2年4月

令和2年5月

令和2年6月

令和2年7月

令和2年8月

令和2年9月

100平成31年4月

令和1年5月

令和1年6月

令和1年7月

令和1年8月

令和1年9月

平成30年10月

平成30年11月

唐津公共職業安定所

唐津市熊原町3193

125

月
別
予
定
最
大
需
要
電
力

（
k
W

)

月
別
力
率
実
績

（
％

)
14

38

40

43

41

42

31

29

33

34

33

令和3年3月

令和2年9月

令和2年10月

令和2年11月

令和2年12月

令和3年1月

令和3年2月

需要場所

受電設備容量

（kVA)

令和2年4月

月
別
予
定
使
用
電
力
量

（
k
W
h

)

合　　計

令和2年5月

令和2年6月

令和2年7月

令和2年8月



需要場所一覧表④

令和3年3月

令和2年11月

令和3年2月

需要場所

受電設備容量

（kVA)

令和2年4月

月
別
予
定
使
用
電
力
量

（
k
W
h

)

合　　計

令和2年5月

令和2年6月

令和3年1月

26

29

17

10

32令和2年7月

令和2年8月

令和2年9月

令和2年10月

16

15

26

22

100

令和2年12月

令和2年11月

令和2年10月

令和3年3月

令和3年1月

平成30年10月

平成30年11月

令和2年6月

令和1年8月

4,773 平成31年1月

伊万里公共職業安定所

伊万里市立花町通谷1542－25

150

月
別
予
定
最
大
需
要
電
力

（
k
W

)

月
別
力
率
実
績

（
％

)
100平成31年4月

令和1年5月

令和1年6月

令和1年7月

100

100

100

令和2年7月

令和2年8月

令和2年9月 令和1年9月

32

100

100

100

100

2,755

4,133

2,903

令和2年12月 平成30年12月

平成31年2月

10030

100

2,898

3,018

3,390

4,578

5,364

4,212

令和2年4月

令和2年5月

需給地点

計量地点

財産分界点

保安責任分界点

伊万里公共職業安定所１号柱に設置した引込開閉器の電源側接続点

伊万里公共職業安定所１号柱に設置した引込開閉器の電源側接続点引込開閉器の負荷側

需給地点に同じ。ただし計量装置は九州電力の所有とする。

需給地点に同じ。

100平成31年3月

令和3年2月

3,859

3246,088 契約電力

（令和元年9月現在）

244,205



需要場所一覧表⑤

需給地点に同じ。

需給地点

計量地点

財産分界点

保安責任分界点

契約電力

（令和元年9月現在） 37

ソネザキＳＳ系トス線３０２エ２２１柱より引込んだ架空引込線と甲の構内
１号柱に甲が設置した気中開閉器の電源側接続点

鳥栖公共職業安定所の構内１号柱上に設置した気中開閉器の負荷側

需給地点に同じ。ただし計量装置は九州電力の所有とする。

100

100

3,558

3,564

5,334

6,828

7,422

6,576

3,746

60,489

100

100

100

100

100

100

100

100

100

平成30年12月

平成31年1月

平成31年2月

平成31年3月

3,506

4,937

5,608

4,927

4,483 30

令和2年10月

令和2年11月

令和2年12月

令和3年1月

令和3年2月

令和3年3月

令和2年4月

令和2年5月

令和2年6月

令和2年7月

令和2年8月

令和2年9月

100平成31年4月

令和1年5月

令和1年6月

令和1年7月

令和1年8月

令和1年9月

平成30年10月

平成30年11月

鳥栖公共職業安定所

鳥栖市東町1丁目1073

100

月
別
予
定
最
大
需
要
電
力

（
k
W

)

月
別
力
率
実
績

（
％

)
13

32

35

35

37

37

28

19

32

31

31

令和3年3月

令和2年9月

令和2年10月

令和2年11月

令和2年12月

令和3年1月

令和3年2月

需要場所

受電設備容量

（kVA)

令和2年4月

月
別
予
定
使
用
電
力
量

（
k
W
h

)

合　　計

令和2年5月

令和2年6月

令和2年7月

令和2年8月















別紙４－２

件名：伊万里労働基準監督署で使用する電気 商号又は名称

電力量 単価 電力量 単価

（ｋｗ） （円） （％） （ｋｗｈ） （円） （ｋｗｈ） （円） （税込）

① ② ③ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑩＝④+⑨

４月 22 100 1,878

５月 22 100 1,776

６月 22 100 2,184

７月 22 100 3,522

８月 22 100 4,404

９月 22 100 3,534

１０月 22 100 1,910

１１月 22 100 2,415

１２月 22 100 3,017

１月 22 100 3,565

２月 22 100 3,272

３月 22 100 2,935

合計 － － － 11,460 － 22,952 －

※入札金額（税抜）

入　札　金　額　内　訳　書

計（円）
その他

電力量料金

契約電力

⑨＝⑤×⑥+⑦×
⑧

基本料金

④＝①×②×
（185-③）/100

夏季 合計（円）
単価 力率

※合計金額の108分の100（1円未満切り上げ）にて算出すること。

計（円）
使用月



別紙４－３

件名：佐賀公共職業安定所で使用する電気 商号又は名称

電力量 単価 電力量 単価

（ｋｗ） （円） （％） （ｋｗｈ） （円） （ｋｗｈ） （円） （税込）

① ② ③ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑩＝④+⑨

４月 131 100 11,586

５月 131 100 10,158

６月 131 100 15,906

７月 131 100 22,290

８月 131 100 24,030

９月 131 100 19,554

１０月 131 100 11,167

１１月 131 100 11,102

１２月 131 100 16,324

１月 131 100 18,769

２月 131 100 16,607

３月 131 100 15,392

合計 － － － 65,874 － 127,011 －

※入札金額（税抜）

※合計金額の108分の100（1円未満切り上げ）にて算出すること。

入　札　金　額　内　訳　書

使用月

基本料金 電力量料金

合計（円）
契約電力 単価 力率 計（円）

夏季 その他
計（円）

④＝①×②×
（185-③）/100

⑨＝⑤×⑥+⑦×
⑧



別紙４－４

件名：唐津公共職業安定所で使用する電気 商号又は名称

電力量 単価 電力量 単価

（ｋｗ） （円） （％） （ｋｗｈ） （円） （ｋｗｈ） （円） （税込）

① ② ③ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑩＝④+⑨

４月 43 100 3,138

５月 43 100 3,072

６月 43 100 6,390

７月 43 100 9,066

８月 43 100 8,730

９月 43 100 7,272

１０月 43 100 3,268

１１月 43 100 3,572

１２月 43 100 6,123

１月 43 100 6,863

２月 43 100 6,119

３月 43 100 4,619

合計 － － － 25,068 － 43,164 －

※入札金額（税抜）

※合計金額の108分の100（1円未満切り上げ）にて算出すること。

入　札　金　額　内　訳　書

使用月

基本料金 電力量料金

合計（円）
契約電力 単価 力率 計（円）

夏季 その他
計（円）

④＝①×②×
（185-③）/100

⑨＝⑤×⑥+⑦×
⑧



別紙４－５

件名：伊万里公共職業安定所で使用する電気 商号又は名称

電力量 単価 電力量 単価

（ｋｗ） （円） （％） （ｋｗｈ） （円） （ｋｗｈ） （円） （税込）

① ② ③ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑩＝④+⑨

４月 32 100 2,898

５月 32 100 3,018

６月 32 100 3,390

７月 32 100 4,578

８月 32 100 5,364

９月 32 100 4,212

１０月 32 100 2,903

１１月 32 100 2,755

１２月 32 100 4,133

１月 32 100 4,773

２月 32 100 4,205

３月 32 100 3,859

合計 － － － 14,154 － 31,934 －

※入札金額（税抜）

※合計金額の108分の100（1円未満切り上げ）にて算出すること。

入　札　金　額　内　訳　書

使用月

基本料金 電力量料金

合計（円）
契約電力 単価 力率 計（円）

夏季 その他
計（円）

④＝①×②×
（185-③）/100

⑨＝⑤×⑥+⑦×
⑧



別紙４－６

件名：鳥栖公共職業安定所で使用する電気 商号又は名称

電力量 単価 電力量 単価

（ｋｗ） （円） （％） （ｋｗｈ） （円） （ｋｗｈ） （円） （税込）

① ② ③ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑩＝④+⑨

４月 37 100 3,558

５月 37 100 3,564

６月 37 100 5,334

７月 37 100 6,828

８月 37 100 7,422

９月 37 100 6,576

１０月 37 100 3,746

１１月 37 100 3,506

１２月 37 100 4,937

１月 37 100 5,608

２月 37 100 4,927

３月 37 100 4,483

合計 － － － 20,826 － 39,663 －

※入札金額（税抜）

※合計金額の108分の100（1円未満切り上げ）にて算出すること。

入　札　金　額　内　訳　書

使用月

基本料金 電力量料金

合計（円）
契約電力 単価 力率 計（円）

夏季 その他
計（円）

④＝①×②×
（185-③）/100

⑨＝⑤×⑥+⑦×
⑧







                             

 
 

適 合 証 明 書 

 

 

令和   年   月   日 

 

                      住所又は所在地 

                      商 号 又 は 名 称 

                      代 表 者 職 氏 名                            印 

 

下記のとおり相違ないことを証明します。 

 

１．平成30年度の状況 

 

項     目 
自社の 

基準値 
点 数 

①  
平成30年度1ｋＷｈ当たりの二酸化炭素排出係数 

（単位：ｋｇ－ＣＯ2/ｋＷｈ） 

  

②  平成30年度の未利用エネルギー活用状況 

  

③  平成30年度の再生可能エネルギー導入状況 

  

                           ①～③の合計点数 

 

 

 

 

注１）「自社の基準値」及び「点数」には、別紙「二酸化炭素排出係数、未利用エネルギーの活用、再生可能エネルギーの 

導入に関する条件」により算出した値を記載すること。 

注２）合計点数が70点以上の者を本案件の入札適合者とする。 

注３）条件を満たすことを示す書類及びその根拠を示す書類を添付すること。 

 

 



別紙 

 

二酸化炭素排出係数、未利用エネルギーの活用、再生可能エネルギーの導入に関する条件 

 

 

１ 条件 

① 平成30年度1ｋＷｈ当たりの二酸化炭素排出係数（調整後排出係数を用いること）、②平成30年度

の未利用エネルギー活用状況、③平成30年度の再生可能エネルギー導入状況の3項目に係る数値

を以下の表に当てはめた場合の評点の合計が70点以上であること。 

要 素 区 分 得点 

① 平成30年度1ｋＷｈ当たりの二酸化炭素排出係

数 （単位ｋｇ-ＣＯ2／ｋＷｈ） 

 

 

 

 

 

 

 

0.400 未満 70 

0.400 以上  0.425 未満 65 

0.425 以上  0.450 未満 60 

0.450 以上  0.475 未満 55 

0.475 以上  0.500 未満 50 

0.500 以上  0.525 未満 45 

0.525 以上  0.550 未満 40 

0.550 以上  0.575 未満 35 

0.575 以上   30 

②平成30年度の未利用エネルギー活用状況 0.675 ％ 以上 15 

0.000 ％ 以上 0.675 ％未満 10 

活用していない  0 

③平成30年度の再生可能エネルギー導入状況 3.00 ％ 以上 15 

  1.50 ％ 以上 3.00％未満 10 

0 ％超  1.50 ％未満   5 

活用していない  0 

 

２ 添付書類等 

  入札に当たっては、競争参加資格確認関係書類として、上記１の条件を満たすことを示す書類を添付す

ること。 

 

３ 契約期間内における努力等 

  契約事業者は、契約期間の 1 年間についても、上記１の表による評点の合計が基準（70 点）以上となる

ように電力を供給するよう努めるものとする。 

 

４ 上記１①平成30年度二酸化炭素排出係数は、地球温暖化対策推進法に基づき、環境大臣及び経済産業大

臣により公表されている平成30年度の調整後二酸化炭素排出係数とする。 

 

５ 上記１②平成30年度の未利用エネルギー活用状況は、未利用エネルギーの有効活用の観点から、平成30

年度における未利用エネルギーの活用比率を使用する。算出方法は、以下のとおり。 

 

未利用エネルギーの活用状況（％）＝  未利用エネルギーによる発電電力量（送電端）（kWｈ） 
×100 

供給電力量（需要端）（kWｈ） 

（１）未利用エネルギーによる発電を行う際に、他の化石燃料等の未利用エネルギーに該当しないものと混



燃する場合は、以下の方法により未利用エネルギーによる発電量を算出する。 

①未利用エネルギー及び未利用エネルギーに該当しない化石燃料等の双方の実測による燃焼時の熱量が

判明する場合は、発電電力量を熱量により按分する。 

②未利用エネルギーの実測による燃焼時の熱量が判明しない場合は、未利用エネルギーに該当しない化

石燃料等の燃焼時の熱量と当該発電機の効率から未利用エネルギーに該当しない化石燃料等の燃焼に伴

う発電量を算出し、当該数値を全体の発電量から除いた分を未利用エネルギーによる発電分とする。 

 

（２）未利用エネルギーとは、発電に利用した次に掲げるエネルギー（他社電力購入に係る活用分を含む。

ただし、インバランス供給を受けた電力に含まれる未利用エネルギー活用分については含まない。）をい

う。 

①工場等の廃熱又は排圧 

②廃棄物の燃焼に伴い発生する熱（「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置

法（平成 23 年法律第 108 号）（以下「ＦＩＴ法」という。）」第二条第 4 項において定める再生可能エ

ネルギーに該当するものを除く。） 

③高炉ガス又は副生ガス 

 

（３）未利用エネルギーによる発電電力量には他電気事業者への販売分は含まない。 

 

（４）供給電力量には他電気事業者への販売分は含まない。 

 

６ 上記１③平成30年度の再生可能エネルギー導入状況は、以下の算定式によるもの。 

 

平成30年度の再生可能エネルギー導入状況（％）＝                                                            
①＋② 

×100 ①  

① 平成30年度自社施設で発生した再生可能エネルギー電気の利用量（送電端【ｋＷｈ】） 

②平成30年度他社より購入した再生可能エネルギー電気の利用量（送電端【ｋＷｈ】） 

  ただし、太陽光発電の余剰電力買取制度および再生可能エネルギーの固定価格買取制度による買取電

力量は除く。 

② 平成30年度の供給電力量（需要端【ｋＷｈ】） 

 

（１）再生可能エネルギーとは、ＦＩＴ法第二条第４項に定められる再生可能エネルギー源を用いる発電設

備による電気を対象とし、太陽光、風力、水力（30,000ｋＷ未満、ただし、揚力発電は含まない）、地

熱、バイオマスを用いて発電された電気とする。（ただし、インバランス供給を受けた電力に含まれる

再生可能エネルギー電気については含まない。） 

 

（２）平成30年度の再生可能エネルギー電気の利用量（①＋②）には他電気事業者への販売分は含まない。 

 

（３）平成30年度の供給電力量（③）には他電気事業者への販売分は含まない。 




